
- 1 -

○
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
二
号

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図

る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
三
十
年
四
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第

四
条
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
四
条

の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



- 2 -

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
附
則

第
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

第
四
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
を
も
満
た

す
る
こ
と
と
す
る
。

す
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

一

前
々
年
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二

）
で
あ
る
こ
と
。

十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育

イ

前
々
年
の
四
月
一
日
に
お
い
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成

・
保
育
施
設
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な

二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定

提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条

教
育
・
保
育
施
設
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総

第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年

合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号

法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
に
限
る

）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
又
は
児
童
福
祉
法
（
昭

。
）
又
は
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特

和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

定
地
域
型
保
育
事
業
（
以
下
「
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
」
と
い
う
。
）

保
育
所
に
限
る
。
）
又
は
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
四
十
三
条
第
三

の
利
用
の
申
込
み
を
行
っ
た
同
法
第
二
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
支
給
認

項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
事
業
（
以
下
「
特
定
教
育
・
保
育
施

定
保
護
者
（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
係
る
認
定
の

設
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
の
申
込
み
を
行
っ
た
同
法
第
二
十
条
第
四

申
請
を
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下
「
支
給
認
定
保
護
者
」
と
い
う
。
）
の

項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
保
護
者
（
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
又

当
該
申
込
み
に
係
る
児
童
で
あ
っ
て
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
を
利
用
し

は
第
三
号
に
掲
げ
る
小
学
校
就
学
前
子
ど
も
の
保
護
者
に
限
る
。
以
下

て
い
な
い
も
の
（
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
数
が

「
支
給
認
定
保
護
者
」
と
い
う
。
）
の
当
該
申
込
み
に
係
る
児
童
で
あ

百
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

っ
て
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
を
利
用
し
て
い
な
い
も
の
（
次
の
い
ず

イ

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定

れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
数
が
百
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。

す
る
幼
稚
園
（
以
下
「
幼
稚
園
」
と
い
う
。
）
に
通
う
児
童
で
あ
っ
て

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規

、
当
該
幼
稚
園
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
教
育

(1)
定
す
る
幼
稚
園
（
以
下
「
幼
稚
園
」
と
い
う
。
）
に
通
う
児
童
で
あ

課
程
に
係
る
教
育
時
間
の
終
了
後
に
教
育
活
動
を
行
う
事
業
（
事
業
の

っ
て
、
当
該
幼
稚
園
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り

実
施
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補
助
（
以
下
「

、
教
育
課
程
に
係
る
教
育
時
間
の
終
了
後
に
教
育
活
動
を
行
う
事
業

事
業
実
施
補
助
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は

（
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
に
係
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
補

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
第
三

助
（
以
下
「
事
業
実
施
補
助
」
と
い
う
。
）
を
受
け
て
い
る
も
の
に

十
六
条
の
三
十
五
第
二
号
に
規
定
す
る
幼
稚
園
型
一
時
預
か
り
事
業
を

限
る
。
）
又
は
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令

利
用
し
て
い
る
も
の
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第
十
一
号
）
第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
幼

ロ

幼
稚
園
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
教
育
課
程

稚
園
型
一
時
預
か
り
事
業
を
利
用
し
て
い
る
も
の

に
係
る
教
育
時
間
外
に
お
い
て
教
育
活
動
を
長
時
間
行
う
事
業
で
あ
っ

幼
稚
園
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
教
育
課

て
、
事
業
実
施
補
助
を
受
け
て
い
る
も
の
を
利
用
し
て
い
る
児
童

(2)
程
に
係
る
教
育
時
間
外
に
お
い
て
教
育
活
動
を
長
時
間
行
う
事
業
で

ハ

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法
第

あ
っ
て
、
事
業
実
施
補
助
を
受
け
て
い
る
も
の
を
利
用
し
て
い
る
児

三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

童

事
業
実
施
補
助
を
受
け
て
い
る
も
の
を
利
用
し
て
い
る
児
童

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
同
法

ニ

支
給
認
定
保
護
者
が
利
用
を
希
望
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
以

(3)
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ

外
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
又
は
ロ
に
規
定
す
る
事
業
若
し
く
は
ハ

て
、
事
業
実
施
補
助
を
受
け
て
い
る
も
の
を
利
用
し
て
い
る
児
童

に
規
定
す
る
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
児
童

支
給
認
定
保
護
者
が
利
用
を
希
望
す
る
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等

(4)
以
外
の
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
又
は

に
規
定
す
る
事
業
若
し
く

(2)

は

に
規
定
す
る
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
児
童

(3)

ロ

前
々
年
の
一
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
に
属
す
る
地
価
公
示

法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
規
定
す
る
標
準
地
（
以
下

「
標
準
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
住
宅
地
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
区
域
内
の

同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
同
条
第
三
項
に
規

定
す
る
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
第

二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
一
種
住
居

地
域
及
び
同
条
第
六
項
に
規
定
す
る
第
二
種
住
居
地
域
並
び
に
そ
の
他

の
同
法
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
（
以
下
「
都
市
計

画
区
域
」
と
い
う
。
）
内
及
び
都
市
計
画
区
域
外
の
地
価
公
示
法
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
示
区
域
内
に
お
い
て
居
住
用
の
建
物
の
敷
地

の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
に

つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
価
格
の
平
均
額
が
、
首
都
圏

整
備
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
既
成
市
街
地
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯
、
近

畿
圏
整
備
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項

に
規
定
す
る
既
成
都
市
区
域
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備

区
域
並
び
に
中
部
圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
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第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
市
整
備
区
域
内
の
市
町
村
に
属
す
る
標

準
地
で
あ
っ
て
住
宅
地
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
地
価
公
示
法
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
価
格
の
平
均
額
を
超
え
て
い
る
こ
と

。

二

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
市
町
村
で
あ
る
こ
と
。

二

前
々
年
の
一
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
に
属
す
る
地
価
公
示
法

イ

前
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
。

（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
標
準
地
（
以
下
「

ロ

前
々
年
の
一
月
一
日
に
お
い
て
、
当
該
市
町
村
に
属
す
る
標
準
地
で

標
準
地
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
住
宅
地
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三

あ
っ
て
住
宅
地
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
地
価
公
示
法
第
二
条
第
一
項
の

年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
市
街
化
区
域
内
の
同
法
第
九
条

規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
価
格
の
平
均
額
が
、
首
都
圏
整
備
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
同
条
第
二
項
に
規
定

第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
市
街
地
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る

す
る
第
二
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第
一
種
中

近
郊
整
備
地
帯
、
近
畿
圏
整
備
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成
都

高
層
住
居
専
用
地
域
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
第
二
種
中
高
層
住
居
専

市
区
域
若
し
く
は
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
区
域
又
は
中
部

用
地
域
、
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
第
一
種
住
居
地
域
及
び
同
条
第
六
項

圏
開
発
整
備
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
都
市
整
備
区
域
内
の
市
町

に
規
定
す
る
第
二
種
住
居
地
域
並
び
に
そ
の
他
の
同
法
第
四
条
第
二
項
に

村
に
属
す
る
標
準
地
で
あ
っ
て
住
宅
地
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
地
価
公

規
定
す
る
都
市
計
画
区
域
内
及
び
都
市
計
画
区
域
外
の
地
価
公
示
法
第
二

示
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
価
格
の
う
ち
の
最
低

条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
示
区
域
内
に
お
い
て
居
住
用
の
建
物
の
敷
地
の

額
を
超
え
て
い
る
こ
と
。

用
に
供
さ
れ
て
い
る
土
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の
に
つ
い

ハ

次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
し
て
い
る
こ
と
。

て
同
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た
価
格
の
平
均
額
が
、
首
都
圏
整
備
法

特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
整
備
の
用
に
供
す
る
土
地
の
確
保
そ

（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既
成

(1)
の
他
の
教
育
・
保
育
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
十
四
条
第
一
項

市
街
地
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
地
帯
、
近
畿
圏
整
備
法

に
規
定
す
る
教
育
・
保
育
を
い
う
。
）
の
提
供
体
制
を
確
保
す
る
た

（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
既

め
に
講
じ
て
い
る
措
置
に
関
す
る
事
項

成
都
市
区
域
及
び
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
近
郊
整
備
区
域
並
び
に
中
部

の
措
置
を
講
じ
て
も
な
お
特
定
教
育
・
保
育
施
設
等
の
整
備
の

圏
開
発
整
備
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規

(2)

(1)
用
に
供
す
る
土
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
旨
及
び
そ
の
理

定
す
る
都
市
整
備
区
域
内
の
市
町
村
に
属
す
る
標
準
地
で
あ
っ
て
住
宅
地

由

で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
地
価
公
示
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
さ
れ
た

価
格
の
平
均
額
を
超
え
て
い
る
こ
と
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


